
令和２年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ８ 府 省 庁 名  総務省             

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

従業員 1,000人以下の中小企業者等が取得価額 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却

資産の年間の取得価額の合計額 300万円を限度に、全額損金算入できる制度。 

 

・特例措置の内容 

 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長が認められた場合、個人住民税、

法人住民税及び事業税についても同様の効果を適用する。（国税との自動連動を図る。） 

 

 

関係条文 

（所得税）租税特別措置法第 28条の２、租税特別措置法施行令第 18条の５） 

（法人税）租税特別措置法第 67条の５、第 68条の 102の２、租税特別措置法施行令第 39条の 28、 

第 39条の 124） 

減収 

見込額 

［初年度］     －（ ▲17,750 ）  ［平年度］     －（ ▲17,750 ） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

中小企業は我が国雇用の７割を支える重要な存在である。中小企業は深刻な人手不足や不透明な経済情勢・

海外情勢に直面しており、本年 10月には消費税率の再引上げ及び軽減税率の導入が予定されている中にあって、

中小企業の事務負担の軽減を図るとともに、事務効率の向上等に資する設備投資を促進させることで、中小

企業の活力向上を図る。 

 

（２）施策の必要性 

中小企業は人員確保が困難な中でバックオフィスに十分な人員を割けないことが多く、また、一定のスキルが必
要な経理人材を十分に確保することは困難であることから、本税制措置により減価償却資産の管理等に係る経理事
務の負担軽減を図ることは不可欠である。 

 中小企業庁が行ったアンケート調査によれば、本措置を利用した中小企業のうち、45.7％がパソコンを取得して
いる。また、情報機器や情報処理ソフトウェア等の関連設備も含めれば、本措置を利用した中小企業の約５割が、
直接・間接部門における事業効率向上につながる設備を導入している。 

 そのため、本税制措置により、減価償却資産の管理や納税等に係る事務負担の軽減や事務処理能力の向上に資す
る少額資産の取得を促進することによる事業効率の向上を図ることが必要不可欠である。 

＜参考１＞中小企業における経理人数 

 平成２０年：約２．７人 

平成３０年：約２．２人（▲０．５人） 

（出典）「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」、「中小企業アンケート調査」(中
小企業庁）より算出。 

 

 



本要望に 

対応する 

縮減案 

＜参考２＞中小企業の従業員数過不足 DIの推移（平成31年４～６月期） 

（出典）中小企業景況調査 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 
Ⅴ．情報通信（ICT政策） 

 ２．情報通信技術高度利活用の推進 

政策の 

達成目標 

本税制措置が中小企業の事務負担に配慮して創設された経緯を踏まえ、中小企業全体の事務処理

能力・事業効率の向上に係る指標として、間接部門にかかる費用の増減を計測する観点から売上高

に対する販売費及び一般管理費の比率をメルクマールとする。また、中小企業における当該比率が

27％程度、それ以外の企業における当該比率が 16％程度であることを踏まえ、中小企業における当

該比率が 20％以下の水準に到達することを目指す。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
２年（令和４年３月31日まで） 

 

同上の期間中

の達成目標 

 

売上高に対する販売費及び一般管理費の比率が 20％以下の水準に到達することを目指す。 

政策目標の 

達成状況 

 

・売上高に対する販売費及び一般管理費比率（資本金１億円未満の企業） 

 平成 24年度 26.5％ 

 平成 25年度 26.1％ 

 平成 26年度 26.2％ 

 平成 27年度 26.9％ 

 平成 28年度 27.4％ 

 平成 29年度 26.5％ 

 
（参考）資本金１億円以上の企業における当該比率の状況 
 平成 24年度 15.9％ 
 平成 25年度 15.4％ 
 平成 26年度 15.5％ 
 平成 27年度 16.3％ 
 平成 28年度 16.4％ 
 平成 29年度 16.0％ 
 

（出典）「法人企業統計調査（年次別）」財務省 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 
令和２年度 法人：599,840社、個人：69,530者 

 令和３年度 法人：624,591社、個人：72,399者 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

本税制措置により、中小企業における減価償却資産の管理・納税等に係る事務負担の軽減や、事

務の効率化に資する情報通信関連の機器が多く導入されることによる事業効率の向上等が図られて

いる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

－ 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 
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上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

中小企業は従業員数が少ないことが多く、また、一定のスキルが必要な経理人材を十分に確保す
ることが困難であることを踏まえれば、取得価額 30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入を
認めることにより、減価償却資産の管理・納税等に係る事務負担の軽減やパソコン等の取得促進に
よる事務処理能力・事業効率の向上等の効果が得られることから、措置として妥当である。 

 また、「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）を利用した回帰分析の結果、少額
特例利用額が 1％増加すると、労働生産性が0.23％増加することが分かる。 

LN（労働生産性（売上高／従業員数）＝2.92＋0.38LN（資本ストック／従業員数）＋0，23LN（少額
特例利用額／従業員数） 

（備考）補正 R2＝0.42 
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